
■開発許可の手続きフロー図（開発許可まで）

まちづくり条例事前協議の申請

（まちづくり条例第7条）

（橋本市開発事業指導要綱第8条）

書類の補正

各課協議

事前協議結果報告書の提出

協定書の締結（帰属がある場合） （橋本市開発事業指導要綱第９条）

まちづくり条例事前協議の終結書交付

都計法第32条同意・協議

都計法第29条申請書提出

書類の補正

開発行為許可書交付

着手届提出

（まちづくり条例）

（都市計画法）

工事着工

※各課から交付される回答書

※事業者において市関係部署と個別協議

を行ってください。



■開発許可の完了検査フロー図（工事完了時）

公共公益施設完成

公共公益施設の完成検査申請書提出

（まちづくり条例第15条）

公共公益施設検査

官民境界確定

確定測量

※境界プレート設置

確定測量図作成

都計法第29条工事完了届提出（※）

（都計法第36条）

完了検査

（都計法第36条）

検査済証交付・工事完了公告

（都計法第36条）

⑴工事完了届（別記様式第４）

⑵出来高図及び必要図書

⑶工事写真一式

（着手前・施工中・完了後・材料・工種別・施工管理写真）

⑷法第32条による公共施設管理者の同意書・協議書一覧

⑸上記に基づく検査済証写し

⑹使用材料品質証明資料

⑺コンクリート強度試験資料

⑻地耐力確認資料

⑼確定測量図

⑽帰属に必要な書類（帰属がある場合）

（帰属申出書・位置図・公図・土地登記全部事項証明書・地積

測量図・登記原因証明情報・登記承諾書・印鑑証明書）

⑾その他必要と認める書類

（※）工事完了届提出時必要書類


